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「
検
察
庁
法
第
十
四
条
」
（
法
務
大
臣
の
指
揮
監
督
）
及
び
「
第
七
条
」
（
検
事
総
長
・
次
長
検
事
）
ま
た
、
国
家
公
務
員

法
「
第
八
条
」
「
第
三
十
九
条
」
「
第
九
十
九
条
」
「
第
百
一
条
」
等
に
も
と
づ
き
、
以
下
の
点
に
つ
き
、
『
質
問
主
意
書
』

を
提
出
い
た
し
ま
す
の
で
、
明
確
な
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

三 

一
行
の
中
の
『
Ｓ
』
氏
な
る
人
物
は
、 

〔
質
問
事
項
〕 

一 

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
の
際
、
当
時
、
東
京
地
検
検
事
正
だ
っ
た

永

介
（
現
・
検
事
総
長
）
の
下
、
主
任
検
事
正
と
し
て

総
指
揮
に
あ
た
ら
れ
た
前
東
京
地
検
特
捜
部
長
宗
像

夫
氏
は
、
平
成
六
年
八
月
八
日
か
ら
一
週
間
、
民
間
人
グ
ル
ー
プ
と

共
に
ベ
ト
ナ
ム
旅
行
に
出
掛
け
た
こ
と
は
事
実
か
、
否
か
。 

二 

も
し
、
旅
行
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
民
間
人
グ
ル
ー
プ
の
氏
名
は
把
握
し
て
お
ら
れ
る
か
。 

当
方
の
調
査
に
よ
る
と
、
パ
チ
ン
コ
メ
ー
カ
ー
「
平
和
」
の
横
浜
営
業
所
長
「
Ａ
」
氏
、
他
七
名
の
人
物
が
同
行
し
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
確
認
し
て
お
ら
れ
る
の
か
。 

最
高
検
察
庁
の
綱
紀
粛
正
に
関
し
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

最
高
検
察
庁
の
綱
紀
粛
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

パ
チ
ン
コ
業
界
で
は
、
『
Ｓ
』
氏
と
警
察
庁
の
瀬
川
勝
久
保
安
課
長
（
当
時
）
の
親
し
い
関
係
が
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い

る
。
パ
チ
ン
コ
業
界
を
直
接
監
督
す
る
部
署
の
責
任
者
で
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
導
入
や
換
金
合
法
化
問
題
で
も
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
を
と
る
立
場
に
あ
る
瀬
川
課
長
に
、
『
Ｓ
』
氏
な
る
人
物
を
紹
介
し
た
の
が
宗
像
氏
だ
と
証
言
す
る
人
物
が
い
る
が
、

事
実
か
ど
う
か
。 

も
し
、
紹
介
者
が
宗
像
氏
と
の
事
実
関
係
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
像
氏
は
『
Ｓ
』
氏
に
利
用
さ
れ
て
い
る
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
逮
捕
暦
の
あ
る
「
乗
っ
取
り
屋
」
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。 

そ
の
よ
う
な
前
歴
を
持
つ
『
Ｓ
』
氏
な
る
人
物
も
ベ
ト
ナ
ム
旅
行
に
同
行
し
て
い
る
事
実
を
確
認
し
て
お
ら
れ
る
の
か
。 

（
ハ
）『
Ｓ
』
氏
は
相
模
原
市
内
の
自
動
車
関
連
機
械
会
社
乗
っ
取
り
を
計
画
、
同
社
の
社
長
に
暴
行
を
働
き
、
今
年
の
七

月
十
三
日
、
傷
害
と
強
要
の
容
疑
で
神
奈
川
県
相
模
原
署
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。 

（
ロ
）『
Ｓ
』
氏
自
身
、
何
度
も
警
察
沙
汰
に
な
っ
て
い
る
。
八
九
年
に
も
資
産
強
盗
を
目
的
に
委
任
状
を
偽
造
し
、
印
鑑

証
明
を
作
成
。
有
印
私
文
書
偽
造
罪
に
問
わ
れ
た
事
実
が
あ
る
。 

（
イ
）
会
社
乗
っ
取
り
や
資
産
強
盗
事
件
等
、「
事
件
屋
」
と
し
て
つ
と
に
知
ら
れ
た
人
物
と
聞
く
。
そ
の
背
後
に
は
暴
力

団
や
右
翼
の
影
も
ち
ら
つ
い
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

パ
チ
ン
コ
業
界
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
惑
が
囁
か
れ
て
い
る
上
に
、
最
近
は
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
導
入
や
換
金
合
法
化
の
動

き
に
伴
っ
て
、
政
治
家
や
芳
し
か
ら
ざ
る
人
脈
も
介
入
し
、
利
権
の
巣
窟
と
化
し
て
い
る
分
野
で
あ
る
。
き
な
臭
い
業
界
の

関
係
者
と
「
法
の
番
人
」
が
一
緒
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
旅
行
を
楽
し
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
検
察
官
倫
理
に
反
し
、
国
民
の
検

察
に
対
す
る
信
頼
を
裏
切
る
行
為
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
を
解
明
願
い
た
い
。 

六 

今
回
の
ベ
ト
ナ
ム
旅
行
は
、
八
月
八
日
、
一
行
は
成
田
空
港
に
集
合
。
八
月
十
三
日
、
香
港
経
由
で
帰
路
に
つ
い
た
。 

（
※
）
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
、
ベ
ト
ナ
ム
で
も
地
元
で
超
高
級
と
い
わ
れ
る
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
は
全
員
で
高
級
ク
ラ
ブ
に
繰
り
出
し
、
ハ
ノ
イ
や
ホ
ー
チ
ミ
ン
で
も
、
現
地
で
は
一
流
と
い
わ
れ
る
店
に
て

毎
晩
の
よ
う
に
女
性
の
い
る
ク
ラ
ブ
や
バ
ー
で
騒
い
で
い
た
。 

七 

ま
た
、
証
言
の
関
係
者
『
Ａ
』
氏
は
、
「
全
員
の
旅
費
を
私
が
出
し
ま
し
た
。
飛
行
機
や
ホ
テ
ル
の
手
配
は
新
橋
に
あ
る

ベ
ト
ナ
ム
に
強
い
旅
行
代
理
店
に
頼
ん
だ
。
代
理
店
に
は
、
旅
行
前
に
私
が
代
金
を
振
り
込
ん
だ
、
現
地
で
の
飲
食
費
な
ど

は
そ
の
都
度
私
が
会
計
を
済
ま
せ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
事
実
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
確
認
願
い
た 

ベ
ト
ナ
ム
旅
行
に
同
行
し
た
関
係
者
は
、
こ
の
旅
行
期
間
中
、
常
に
中
心
に
い
た
の
が
当
時
の
特
捜
部
長
・
宗
像
紀
夫
氏

で
あ
り
、
宗
像
氏
の
た
め
の
接
待
旅
行
と
い
う
感
じ
で
豪
勢
な
も
の
で
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。 

五 

 



 

九 

「
『
Ｓ
』
氏
は
一
カ
月
に
一
回
く
ら
い
の
割
合
で
、
宗
像
氏
を
招
い
て
飲
み
会
を
開
い
て
い
た
。
場
所
は
赤
坂
の
韓
国

バ
ー
『
ポ
ン
ジ
ュ
』
や
『
新
羅
』
。
そ
の
席
に
自
分
の
人
脈
を
連
れ
て
き
て
は
宗
像
氏
に
紹
介
す
る
。『
Ｓ
』
氏
が
そ
の
と

き
の
商
売
相
手
や
ス
ポ
ン
サ
ー
に
付
け
回
し
て
、
宗
像
は
払
っ
て
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ

て
い
た
の
か
。 

八 
数
年
前
、
マ
ス
コ
ミ
を
騒
が
せ
た
富
士
銀
行
不
正
融
資
事
件
。
こ
の
事
件
で
詐
欺
等
に
問
わ
れ
た
『
Ｉ
』
氏
と
い
う
人
物

に
『
Ｓ
』
氏
は
、
「
私
の
友
人
に
宗
像
と
い
う
特
捜
部
の
検
事
が
い
る
。
大
丈
夫
だ
か
ら
安
心
し
な
さ
い
」
と
、
こ
う
言
っ

て
依
頼
を
引
き
受
け
た
。 

十 

今
年
の
春
（
平
成
七
年
）
、
検
察
幹
部
の
も
と
に
宗
像
氏
と
『
Ｓ
』
氏
の
関
係
を
証
明
す
る
資
料
を
届
け
た
と
関
係
者
は

証
言
し
て
い
る
。

永
検
事
総
長
は
こ
の
宗
像
氏
の
疑
惑
の
交
友
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
「
く
さ
い
も
の
に
は
蓋
を
し
て
隠

蔽
す
る
」
と
し
た
疑
い
が
あ
り
、
国
民
の
非
難
が
高
ま
っ
て
い
る
。
他
人
の
疑
惑
を
追
求
す
る
際
に
は
厳
し
い

永
検
事
総 

そ
の
報
酬
と
し
て
事
件
人
脈
か
ら
事
あ
る
ご
と
に
金
を
せ
び
ら
れ
始
め
た
と
あ
る
。
こ
の
点
の
事
実
関
係
は
ど
う
か
、
検

察
庁
は
再
調
査
す
る
意
思
が
あ
る
か
否
か
。 

い
。 

六 

 



 

十
二 

平
成
六
年
十
月
二
日
、
埼
玉
県
の
「
川
越
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
」
に
お
い
て
、
『
Ｓ
』
氏
ら
に
よ
る
宗
像
氏
を
囲
む
会

が
開
か
れ
、
ゴ
ル
フ
終
了
後
、
銀
座
「
福
臨
門
酒
家
」
に
お
い
て
、
豪
勢
な
酒
宴
が
開
か
れ
た
が
、
そ
の
会
費
も
宗
像
氏
は

支
払
っ
て
い
な
い
と
、
『
Ａ
』
氏
ら
が
証
言
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
事
実
な
の
か
。 

十
一 
七
月
二
十
八
日
の
夜
、
東
京
地
検
を
担
当
し
て
い
る
新
聞
社
、
テ
レ
ビ
局
な
ど
、
報
道
各
十
四
社
の
記
者
約
五
十
人

が
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
大
津
地
検
検
事
正
に
七
月
三
十
一
日
付
で
異
動
す
る
東
京
地
検
特
捜
部
長
の
宗
像

紀
夫
氏
の
送
別
会
を
開
い
た
。
宗
像
氏
は
日
本
テ
レ
ビ
の
女
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
伴
っ
て
、
ス
タ
ー
気
取
り
で
出
席
し
た
と

い
う
。 

送
別
会
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
、
「
敏
腕
検
事
」
宗
像
氏
の
活
躍
な
ど
を
振
り
返
っ
た
ビ
デ
オ
で
あ
っ
た
。
宗
像
氏
本
人

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
福
島
地
検
時
代
の
木
村
守
江
知
事
汚
職
、
リ
ク
ル
ー
ト
、
ゼ
ネ
コ
ン
汚
職
、
現
在
捜
査
中
の
二
信
組
事

件
等
、
特
捜
部
に
摘
発
さ
れ
た
事
件
の
主
役
で
、
藤
波
孝
生
氏
、
江
副
浩
正
氏
（
元
リ
ク
ル
ー
ト
会
長
）
、
竹
内
藤
男
氏

（
元
茨
城
県
知
事
）
、
中
村
喜
四
郎
氏
、
高
橋
治
則
氏
（
元
東
京
協
和
信
用
組
合
理
事
長
）
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
流

し
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
関
係
者
を
酒
の
肴
と
し
て
さ
ら
し
も
の
に
し
た
と
い
う
が
、
事
実
か
。 

長
も
、
こ
と
自
分
の
仲
間
の
疑
惑
に
は
頬
か
む
り
を
決
め
込
ん
だ
と
判
断
し
て
よ
ろ
し
い
の
か
。 

七 

 



 

列
記
し
て
き
た
各
質
問
事
項
が
事
実
で
あ
っ
た
場
合
、
綱
紀
の
紊
乱
は
目
に
余
り
、
当
事
者
の
宗
像
紀
夫
氏
の
責
任
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
法
務
大
臣
」
及
び
「
検
事
総
長
」
に
は
、
当
然
、
監
督
責
任
が
存
在
す
る
と
考
え
る
が
、
い
か
な
る
所

見
を
お
持
ち
か
、
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。 

職

務

上

知

り

え

た
情
報
を
安
易
に
マ
ス
コ
ミ
に
流
し
、
事
件
の
世
論
づ
く
り
に
利
用
す
る
検
察
庁
の
体
質
、
手
法
は
、

『
法
治
主
義
の
原
則
』
を
踏
み
に
じ
る
「
違
法
行
為
」
で
は
な
い
の
か
。
自
分
た
ち
は
何
を
や
っ
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
独

善
か
ら
く
る
重
大
な
過
失
を
真
剣
に
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
検
察
庁
は
国
家
権
力
の
中
で
も
「
捜
査
権
」
と
「
公
訴
権
」
を

持
つ
厳
格
な
法
の
番
人
で
あ
り
、
真
の
公
正
な
社
会
実
現
を
目
指
す
使
命
が
あ
る
。
し
か
る
に
自
浄
能
力
の
な
い
司
法
権
力

の
腐
敗
構
造
は
国
民
の
名
に
お
い
て
究
明
、
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

国
家
公
務
員
は
国
民
の
代
表
た
る
立
場
に
お
い
て
、
国
の
法
律
を
運
用
す
る
大
き
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
宗
像
紀
夫
氏
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
一
連
の
行
為
は
、
検
察
官
の
職
責
上
か
ら
く
る
”
正
義
の
味
方
“
意
識
が

独
善
の
世
界
に
は
ま
り
込
み
、
国
民
の
公
僕
と
し
て
責
任
を
放
棄
し
、
自
分
た
ち
は
「
特
別
の
人
」
と
国
民
を
見
下
す
、
特

権
意
識
が
検
察
官
僚
の
体
質
と
な
り
、
お
ご
り
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

今
回
は
宗
像
紀
夫
氏
の
行
状
に
限
定
し
て
い
る
が
、
「
調
査
結
果
及
び
調
査
結
果
に
基
づ
き
当
該
公
務
員
に
対
し
て
ど
の 

八 

 



 

 

九 

よ
う
な
処
置
を
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
再
発
防
止
の
為
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
の
か
」
に
つ
き
、
至
急
且

つ
具
体
的
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。 

尚
、
国
家
公
務
員
法
「
第
百
条
」
等
を
含
め
、
Ｓ
・
Ｎ
氏
他
、
複
数
の
民
間
人
と
検
察
庁
幹
部
と
の
不
明
朗
な
交
遊
疑
惑
、

検
察
最
高
幹
部
の
ゴ
ル
フ
場
会
員
権
購
入
疑
惑
問
題
、
検
察
庁
と
検
事
出
身
弁
護
士
が
介
在
す
る
か
た
ち
で
の
問
題
企
業
と
の

癒
着
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
察
疑
惑
に
関
し
、
関
係
者
の
具
体
的
証
言
と
資
料
を
も
と
に
、
再
度
『
質
問
主
意
書
』
を
提
出
す
る

こ
と
を
、
通
告
し
て
お
き
ま
す
。 

右
質
問
す
る
。 


